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0  「行政処分を 受けた医師に 対する再教育に 関する検討会」報告書 
を 踏まえた新たな 検討会の開催について 



「行政処分を 受けた医師に 対する再教育に 関する検討会」報告書 

を 踏まえた新たな 検討会の開催について 

1 , 趣旨 

有識者からなる 検討会を開催し、 4 月にとりまとめられた「行政 

処分を受けた 医師に対する 再教育に関する 検討会」報告書で 提言さ 

れた、 行政処分のあ り方などの事項についてさらに 検討を進める。 

2. 主な検討事項 

  処分類型の見直し 

現行の行政処分の 類型は「免許 取消 」と「医業停止」のみで 

あ るが、 再教育制度の 導入に当たり、 医業停止期間は 医業を含 

む 再教育が実施できないこと 等を踏まえ、 「戒告」等の 医業停止 

を 伴わない行政処分の 類型を設けることについて、 ど う 考える 

か O 

・長期間の医業停止処分の 在り方について 

長期間の医業停止は、 医業再開に当たって 技術的な支障とな 

る可能，性が 大きいことを 踏まえ、 医療の安全と 質を確保する 観 

点から、 長期間の医業停止処分となるような 事例については 免 

詐 取消とする一方、 免許 取 消に至らない 事例については、 一定 

期間の医業停止処分と 十分な再教育を 併せて課すことなど、 長 

期間の医業停止処分の 在り方についてど う 考えるか。 

・行政処分に 係る調査権 限の創設について 

近年の行政処分件数の 増加や医療事故を 繰り返す医師に 対す 

る行政処分の 要請の高まり 及び迅速な行政処分の 必要性に鑑み、 

回 に、 行政処分の根拠となる 事実関係に係る 調査権 限を持たせ 

ることについてど う 考えるか。 



・医籍の記載事項 

医師免許は医籍に 登録されることによって 行われ、 行政処分 

に関する事項も 医籍に登録されている。 再教育は、 医業に復帰 

するための重要な 過程であ ることから、 再教育を修了した 旨に 

ついても医籍に 登録することについて、 ど う 考えるか。 

・高免許等に 係る手続の整備 

行政処分を避ける 目的で、 行政処分の可能性があ る医師が処 

分 決定前に免許を 自主的に返上した 場合、 行政処分は実施され 

ず、 かっ、 現行法規では 高免許交付を 妨げる明確な 規定がない。 

こうした事例に 対応できる手続を 整備することについてど う 考 

えるか。 

・国民からの 医師資格の確認の 方法について 

現行では、 国民が、 あ る人が医師であ ることの確認を 行 う手 

段 がないが、 そのための実現方策、 問題点等についてど う 考え 

るか。 

・その他 

3. 検討スケジュール 

7 「 年中を目途に、 報告書をとりまとめることとする。 
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行政処分を受けた 医師に対する 再教育に関する 検討会 
報告書 ( 概要 ) 

ェ はじめに 

0 医道審議会医道分科会の 方針 ( 平成 W6 年 3 月 ) に基づき、 行政処分を受けた 医師に 

対する再教育の 具体的内容について 取りまとめたもの。 

0 行政処分を受けた 歯科医師に対しても、 同様の取組みが 講じられるべきであ ること。 

2 行政処分の現状と 問題点 
0 医業停止を受けた 医師 ( 彼 処分者 ) は、 医業停止期間を 過ぎれば、 特段の条件なく 医 

業 に復帰することができること 0 

0 しかし、 彼 処分者は職業倫理の 欠如や医療技術の 未熟さ等があ って、 行政処分のみ 

では反省や適正な 医業の実施が 期待できないとの 指摘があ ることから、 彼 処分者が反 

省し、 医業再開後に 適正な医業が 行われるようにするための 具体的な過程を 整理する 

ことが必要。 

3 再教育の在り 方 
Cm) 再教育の目的 

0 国民に対し安心・ 安全な医療、 質の高い医療を 確保する観点から、 彼処分者の職 

業 倫理を高め、 併せて、 医療技術を再確認し、 能力と適性に 応じた医療を 提供す 

るように促すこと。 

(2) 再教育の内容 

0 被 処分者ごとに、 職業倫理・ E 療 技術のそれぞれについて 助言指導者 ( 後述 ) を 

選任すること。 

0 職業倫理に関する 再教育においては、 教育的講座の 受講、 社会奉仕活動等の 中 

から各校処分者が 組み合わせて 実施 ( 肩上国程度、 助言指導者が 面接 ) 。 

0 行政処分の理由が 医療技術上の 問題と考えられる 場合には、 当該技術について 

評価を行い、 彼 処分者の能力と 適性に応じた、 医業再開の環境と 条件を検討する 

機会とすること。 

0 医業停止期間が 長期にわたる 場合には、 医学知識の不足と 医療技術の低下を 補 

えるものとすること。 

(3) 再教育を受けるべき 対象者 

0 職業倫理に関する 再教育 ( 倫理研修 ) については、 職業倫理について 自ら省みる 

機会を提供するれ づ 観点から、 行政処分を受けた 者全てを対象。 

0 医療技術に関する 再教育 ( 技術研修 ) については、 原則として医療事故を 理由と 

した行政処分を 受けた医師及び 医業停止期間が 長期に及ぶ医師を 対象。 

来 免許 取消 処分を受けた 者については、 将来的に免許の 再交付がなされる 場 

合に、 再教育を義務づけることが 適当。 
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(4) 再教育の助言指導者 

0 彼処分者の状況に 応じて適切な 指導、 助言を行 う 者 ( 助言指導者 ) の存在が重 

要。 

0 倫理研修における 助言指導者は、 必ずしも医師であ ることを要しないこと。 

0 技術研修における 助言指導者は、 彼 処分者の医療技術を 評価する役割を 担 うた 

め 、 当該分野において 専門的知識・ 技術を有する 医師であ ること。 

(5) 再教育の提供者 

0 再教育は、 助言指導者自身が 提供する場合もあ れば、 助言指導者とともに 作成す 

る 研修計画事に 基づき、 第三者が提供する 場合もあ ること。 

0 倫理研修の提供者は、 助言指導者自身の 他、 医療関係団体や、 社会奉仕団体、 

公益団体、 学校法人などが 想定できること。 

0 技術研修の提供者は、 助言指導者、 あ るいは当該医療分野において 実績をもつ 

医療機関ないし 医師個人であ ること。 

0 再教育に係る 直接の費用は、 原則として、 再教育を受ける 者の負担とすることが 適 

、 当と考えられること。 

(6) 再教育修了の 認定 

0 厚生労働省は、 研修実施報告書 ( 彼 処分者が作成 ) 及び研修評価 書 ( 助言指導 

者が作成 ) を審査の上、 一定の評価基準を 踏まえ、 再教育の修了の 認定等の措 

置をとることが 考えられること。 

0 彼 処分者が再教育を 受けない等の 場合には、 必要な措置を 行 う べきであ ること。 

(7) 再教育の実効性を 担保する方法 

0 医師法を改正して、 彼処分者に対して 再教育を義務付けることが 必要。 

(8) 国の役割 

0 医師法改正により、 再教育制度に 法的な根拠を 与えるとともに、 助言指導者の 養 

成等の環境整備を 行 う こと。 

0 国に、 行政処分の根拠となる 事実関係について、 調査権 限に基づき調査を 行 うな 

ど行政処分に 係る事務を担当する 全国的な専門組織を 設けることが 適当であ るこ 

と 。 

4  当面の対応 
0 当面は、 現行制度の下で 試行的に対応し、 その取組みにおける 知見を踏まえて、 実 

効性のあ る再教育制度を 構築すべきであ ること。 

5 行政処分の在り 方等に関する 検討事項 
0 本 検討会と別の 場で検討されるべきことであ るが、 その際に役立っよ う 、 検討事項 

( 新たな行政処分の 類型の設置、 医療事故を理由とした 行政処分の在り 方、 再教育 

を 修了した者の 医籍への登録等 ) を記述したこと。 

4 



云 行政処分を受けた 医師に対する 再教育について ( 概要 ) 

巴 / 

六の   

行政処分を受けた 医師に対する 再教育については、 国民に対し安心・ 安全な医療、 質の高い医療を 確保する観点から、 被 処分 
者の職業倫理を 高め ， 併せて、 医療技術を再確認し、 能力と適正に 応じた医療を 提供するよ う 促すことを目的とする。 

    職業倫理に関する 再教育 ( 倫理研修 )   医療技術に関する 再教育 ( 技術研修 )   
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0 医業停止処分を 受けた者 ( 被 処分者 ) 全員 0 医療事故が理由で 医業停止処分を 受けた者 0 医業停止期間が 長期に及ぶ者   
0 行政処分の理由となった 技術について 評価を 0 医業復帰に当たって、 医学知識の不足と 医 

0 行政処分を受けた 際に自ら省みる 機会を提供する 行い、 能力と適性に 応じた、 医業再開の環境 療 技術の低下を 補 う とともに、 再就業 先の 

と 条件を検討する 機会とする 環境に応じた 医療技術の修得を 支援する     
( 助言指導者による 月にⅠ口程度の 定期的な面接 ) 

選択する旨の 自己評価   
0 研修内容について 助言し、 研修成果を評価する 役割 0 被 処分者の医療技術を 評価する役割 

0 医師以覚の場合は であ り、 指導的な立場にあ 、 何らかの形で る医師と連携のとれる 医療に関わった 者 者 0 ( 当該医療分野において 必要に応じて、 助言及び評価の 専門的知識・ 補佐を行 技術を有する う 医師を選任する 医師 )   
0 助言指導者の 公益団体、 学校法人など 他、 医療関係団体、 社会奉仕団体   0 助言指導者の 他、 当該医療分野において 実績をもっ医療機関ないし 医師個人など 

03 か月 ～ 1 年程度                                                                                                                                     0 専門的な知識・   技術を有する 医師のもとで、   一定期間指導を 受ける                                                               

( 医 行為を伴う技術研修については、 医業停止期間が 終了した後に 行 う ) --@-@-@@------------@--@-@@@----@-----------@ ( 処分事例ごとに 定める )                                                                                                                                                                                                                                     

0 医療を支える 法制度等について 理解があ る 

0 医師に求められる 職業倫理について 理解があ る 0 医業再開後の 業務内容を適切に 選択 

同様の問題を 起こさない決意が 確認できる 

・ 0 行政処分を受けるに 至った理由に 対し、 反省し 、 
0 医療事故を引き 識・医療技術に 問題がないことが 起こした領域における 確認できる 医学知できる 0 医学知識，医療技術に 問題がないこと 

0 自分自身の内的要因を 洞察し、 改善を図る取組み が 確認できる 
ができる など     

肯 処分を受けた 者については、 将来的に免許の 再交付がなされる 場合に、 再教育を義務づけることが 適当。 


